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本規約は，

グリーンプラ及びバイオマスプラ識別表示制度

－ 別添資料 様式Ｘ

ポジティブリスト（ＰＬ）作成基準

－ 別添資料 様式Ⅰ～Ⅲ

－ 付属資料 ＰＬ記載に要する試験方法について

－ 別資料 通商産業省委託研究報告

バイオインダストリー安全性向上対策調査
- 生分解性プラスチックの安全性等に関する調査 –

（（財）バイオインダストリー協会）

に関わる運用規約をまとめたものである．
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１．体制

（１）グリーンプラ及びバイオマスプラ識別表示制度の運用は，日本バイオプラスチック協会

（以下ＪＢＰＡ）の下に識別表示委員会を設けて行う．

（２）識別表示委員会は，委員長，５名以上の審査部，３名以上のマーク管理部及び５名以上

の基準検討部からなり，委員会及び各部会は構成員の 2/3 以上の出席をもって成立と

する．

（３）識別表示委員長は，会長，若しくは副会長より委嘱を受けた者をあてる．

（４）審査部員・マーク管理部員及び基準検討部員は，識別表示委員長がＪＢＰＡ会員から任

命する．

（５）審査部員の任期は，一年を原則とし，継続就任は二期までとする．

（６）審査部会は任期毎に半数交代を原則とする．

（７）識別表示委員会活動経費は，マーク会員入会金・年会費，及び審査経費を主体として充

てる．

（８）事務部はＪＢＰＡ事務局があたる．

２．マーク会員

（１）ＪＢＰＡに，正会員，賛助会員に加えて新たにマーク会員（含む・期間限定マーク会員）

を設け，マーク会員（含む・期間限定マーク会員）の義務・権利はグリーンプラ及び

バイオマスプラ識別表示制度運用に関わるものに限る．

（２）マーク会員（含む・期間限定マーク会員）の入会金及び年会費は，別途ＪＢＰＡ規約で

定める．

３．申請

（１） 材料のポジティブリスト（以下ＰＬ）への記載申請は，原則としてＪＢＰＡ会員（正

会員，賛助会員及びマーク会員）に限る．

このうち、基幹材料である（分類Ａ）「生分解性樹脂，バイオマスプラスチック」のポ

ジティブリストへの記載申請は，原則として正会員及び賛助会員に限るものとする．

また，（分類Ｂ）「添加剤」については会員外の申請を認めることがある．

（２） 製品の認定及びシンボルマーク使用申請は，ＪＢＰＡ会員（正会員，賛助会員及び

マーク会員）に限る．

（３） 申請者は，グリーンプラ及びバイオマスプラ識別表示制度規約に従った申請書を提出

する．

（４）ＰＬへの記載申請は，当協会の定める「ポジティブリスト（ＰＬ）への新規追加・修正

申請書」(様式Ⅰ～Ⅲ)を用いて行なう（詳細は，各「 ポジティブリスト（ＰＬ)作成基

準）参照」．

（５）グリーンプラ及びバイオマスプラ認定及びシンボルマーク使用申請に必要な資料は，



3

申請書様式Ｘ，及び主たる用途として明記した製品サンプルとする．

申請時に製品サンプルの提出が困難な場合は，シンボルマーク取得後速やかに提出する

ものとし，提出なき場合は認定を取り消す場合がある。

（６）事務局は，必要な資料が整っていることを形式確認して審査部による審議に付する．

（７）申請資料は，識別表示委員会限りとし，それ以外の用途には一切使用せず，厳重に管理

し，外部には公開しない．

４．審査

（１）審査部は，申請者の資料についてグリーンプラ及びバイオマスプラ識別表示制度規約に

基づいて審査する．

（２）申請書類に疑問・不明点などがある場合は，審査部は追加又は補足資料の提出を申請者

に求める．

（３）審査部における判定は，審査部員の 2/3 以上の多数意見に従う．

（４）審査部会の審査結果は，識別表示委員会に報告して同委員長の確認を受ける．

５．記録

（１）ＰＬへの記載を承認した材料は，ＰＬに記載し，申請者に通知する．

（２）グリーンプラ及びバイオマスプラとして認定しマークの使用を承認した製品は，登録番

号を定めて認定製品リストに記載しその旨申請者に通知する．

（３）グリーンプラ及びバイオマスプラの認定及びマークの使用を不承認とした製品について

は，その理由を付して申請者に通知する．

（４）材料ＰＬ及びグリーンプラ及びバイオマスプラ認定製品リストは，定期的に或いは 追

加・訂正のある度にＪＢＰＡホームページで公開する．

６．マーク管理

（１）マーク管理部は，市場においてグリーンプラ及びバイオマスプラ識別表示制度規約が

正しく遵守されているかどうかを定期的に調査する．

（２）調査結果は，識別表示委員会に報告して同委員長確認を受ける．

（３）マーク使用条件に違反している製品に対しては，マーク使用を中止するよう通知し，

同時にＪＢＰＡホームページにその旨掲載する．

７．基準改定

（１）基準の改定は，基準検討部が行う． 但し基準検討部は，その検討を技術委員会を始め

とする他の委員会へ依頼，或いは該検討のための臨時委員会を設置することができる．
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（２）改定検討結果は，識別表示委員会に報告して同委員長確認を受ける．

（３）審査部は，識別表示基準の改定の必要を認めた場合はその旨を基準検討部に提議する．

（４）基準の改定結果については，直ちにＪＢＰＡ会員に開示し，同時にＪＢＰＡホーム

ページに公開する．

付帯規則

１．マーク使用料：１件目は無料，２件目より￥１，０００－／件とする．

２．マーク更新使用料：￥１，０００－￥／件（３年間有効）とする．

-----

２０００年４月１日 規約制定

２００１年６月２５日 一部改定

２００４年１２月１日 一部改定

２００６年６月 一部改定

２００７年６月 一部改定


